
事 務 連 絡

令不日2年 2月 20日

公益社団法人富山県医師会

各 郡 市  医 師 会
御 中

富山県厚生都健康課

新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡について

平素より、本県の感染症対策の推進に格別のご協力を貝易り、厚く御礼申しあ

げます。

このことについて、厚生労働省より別添写しのとおり事務連絡がありました

ので、その内容について御了知いただき、貴会員に対し周知をお願いいたしま

す。

記

1 「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制の強化について (依

頼)」 (令和 2年 2月 13日 付け事務連絡)

2 「新型コロナウイルス感染症に対応 した医療体制に関する補足資料の送付

について (その 4)」 (令和 2年 2月 13日 付け事務連絡 )

3 「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」 (令

和 2年 2月 14日 付け事務連絡)
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鰺 事 務 連 絡

令和 2年 2月 13日

各都道府県衛生主管部 (局)御 中

厚生労働省医政局地域医療計画課

厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に対応 した医療体制の強化について (依頼)

新型コロナウイルス感染症に対応 した医療体制については、「新型コロナウイルス感染症

に対応 した医療体制について」(令和 2年 2月 1日 付け事務連絡)において、速やかに体制

整備を行つていただくようお願いをしているところです。本 日、全ての都道府県から「帰

国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の設置が完了したとの報告を受

領 してお ります。早急に御対応いただきまして感謝申し上げます。

本 日 (2月 13日 )、 神奈川県から、新型コロナウイルスに関連し、死亡した症例の報告

がありました。今回の事例は、国内で、新型コロナウイァレスに関連 した感染症の患者の発

生が確認された 27例 目に当たります。本件については、濃厚接触者の把握を含めた積極的

疫学調査を確実に行つてまいります。

この報告をきつかけとして、今後、国民の方の不安が増すとともに医療提供体制の更な

る強化を求められることになると考えられるため、貴職におかれましては、下記のとお り

「帰国者・接触者相談センター」の周知並びに「帰国者・接触者相談センター」及び 「帰

国者・接触者外来」の体制強化を行つていただきますようお願いいたします。なお、「帰国

者・接触者相談センター」の体制強化に当たっての支援については、別途御連絡する予定

です。

記

1.「帰国者・接触者相談センター」について

今後、住民の方から「帰国者・接触者相談センター」への相談が増加する可能性を

踏まえ、まずは住民の方への「帰国者・接触者相談センター」の更なる周知に取 り組

むこと。厚生労働省のホームページで全都道府県の帰国者・接触者相談センターの周

知を行つてお り、各都道府県で使用 していただけるチラシのフォーマットも参考とし

て送付するため、適宜ご活用 していただきたい。

また、貴都道府県内の保健所を設置する市及び特別区とも調整の上、「帰国者・接触

者相談センター」を設置する施設の増加、「帰国者・接触者相談センター」の十分な人
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員及び電話回線数の確保並びに対応円手FF目 の拡充に努めること。

封応時間を設定している場合には、対応時間を周知徹底するとともに、「帰国者・接

触者相談センタィ」の対応時間外であつても、緊急時等に連絡が取れる体制を整えるこ

と。

さらに、「帰国者・接触者相談センター」は、全ての相談を受けるのではなく、疑い

例を対象としたものであるため、今後、相談件数が増加 した場合を踏まえて「帰国者・

接触者相談センター」と「一般電話相談窓口」の役割の違いを明確に周知 し、役割に応

じて住民の方が適切な窓口で相談できように留意すること。

2。 「帰国者・接触者外来Jについて

今後、「帰国者・接触者外来」を受診する方が増加する可能性を踏まえ、貴都道府

県内の医療機関や関係団体とも調整の上、「帰図者・接触者外来」を設置する医療機

関の増加並びに既に設置されている「帰国者・接触者外来」の体制強化及び設備整備

に努めること。

3。 その他

「帰国者・接触者外来」及び「帰国者・接触者相談センターJで新型コロナタイル

ス感染症の疑い例の対応をする際には、「感染症の予防及び感染症の忠者に対する医

療に関する法律第 12条第 1項及び第 14条第 2項に基づく届出の基準等について (一

部改正)」 に関する留意事項についてJ(令和 2年 2月 7日 付け健感発 0207第 1号厚

生労働省健康局結核感染症課長通知)に留意すること。

以上

<参考>
O厚生労働省ホームページ掲載 「新型コロナウイルスに関するQ&A」
httpsi//www.皿 hlV.宮o. ip/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou lryou/denttue fever Qa 00

001.html

O厚 生労働省の電話相談窓 口 電話番号 03-3595-2285
受付時間 9時 00分～ 21時 00分 (土 日・視 日も実施 )

○厚生労働省ホームページ掲載 「新型 コロナ ウイァレスに関する帰国者・接触者相談センタ

ー」

https://www.皿 hlW.gor ip/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya,htttl
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新型コロナウイ)レス感染症に

かかつたと層bたら、

「帰国者・書妻角虫者相談センタT」ヘ

「帰回者・接触者相談センター」では新型コロナウイルス感染症が疑われる方の

い

。同センターでは、相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、

その方へ適切な診察を行う「帰国者・接触者外来」への受診調整を行つております。

帰国者。接触者相談センターの連絡先

施設名 :
電話番号 :

・ 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を行
いたし場 合は都道府県等が開設している「新型コロナ
ウイルスー般電話相談窓口」へお問い合わせ下さい。

・新型コロナウイルス感染症にかかったかもと思った際に、
い

直接行うことは控えるようにしてください。

一
い
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新型コロナウイルス感染症に

かかつたとす思つたら、

「帰国者・書妻角虫者相談センター」ヘ

0「 ヽ
●

。新型コ回ナウイ)レス感染症に関す

る一般的な相談を行いたし場 合
は都道府県等が開設している

「新型コロナウイルスー般電話相
談窓口」へお問い合わせ下さい。

。新型コロナウイルス感染症にかかっ

たかもと思つた際に、緊急の場合を

除して、医療機関への受診を、連
絡無く、直接イ子うこと(よ:空えるよう

新型コロナウイルス感染症が疑われる方の

相談を受け付けています。

0同センターでは、相談内容から同感染症の疑いがあると

判断した場合、その方へ適切な診察を行う

「帰国者・接触者外来」への受診調整を行つております。

厚生労働省
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事 務 連 絡

令 和 2年 2月 1日

各都道府県衛生主管部 (局)御 中

厚生労働省医政局地域医療計画課

厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に対応 した医療体制について

新型コロナウイルス感染症について、感染の程度は依然として明らかではありません

が、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がない国内症例が発生している状況です。国民
の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止する観点から、貴都道府県内の保健

所を設置する市及び特別区とも調整の上、下記のとおり、医療体制の整備を行つていただ

くようお願いします。なお、本件に係る補足事項については、別途御連絡する予定として
います。

また、「帰国者・接触者外来」の設置状況、受診者数等及び「帰国者・接触者相談セン

ター」の設置状況、相♂茨件数等についての報告を別途依頼する予定ですので申し添えま

す。

「帰国者・接触者外来」の設置について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分対応 し、同感染症の疑い例 (以 下単に
「疑い例」とい う。)(※ )を、診療体制等の整つた医療機関に確実につなぐため、疑
い例を診察する「帰国者・接触者外来」を設置すること。目安として、 2月 上旬を目

途に、二次医療圏ごとに 1箇所以上、地域の感染状況等を鑑みながら設置すること。

なお、「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関は、感染症指定医療機関であるこ

とも可能である。
「帰国者・接触者外来」については、疑い例が新型コロナタイルス感染症以外の疾

忠の患者 と接触 しないよう、可能な限り動線を分ける (少なくとも診察室は分けるこ

とが望ましい。)、 必要な検査体制を確保する、医療従事者の十分な感染対策を行 うな

ど、国民の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止するよう努めること。
また、「帰国者・接触者外来」の設置に当たって、都道府県は以下の点に留意する

と。

記

1

・新型コロナタイルス感染症の検査体制について、あらかじめ「帰国者・接触者外



来」を持つ医療機関と共有 しておくこと。

・「帰国者・接触者外来」の運営支援のため、感染対策資機材の調達、人材の配分、

医薬品の確保等を行 うこと。

・「帰国者・接触者外来」を持つ医療機関名やその場所については、 2の 「帰国者・

接触者相談センター」が相談を受け付け、受診が必要であると判断した場合に知

らせること。なお、「帰国者・接触者相談センターJを通 じて受診手順を理解 した

状態で疑い例が受診することで十分な感染防止を行 うとい う「帰国者・接触者外

来」の趣旨から、一般への公表については、原則行わないものとする。ただし、

「帰国者・接触者相談センター」を通 じずに疑い例が受診 しても十分な感染防止

を行 うことができ、また、通常より多数の忠者が受診することとなつたとしても

診療体制に支障を来さない医療機関であるような場合には、この限りではない。

(※ )新型コロナウイァレス感染症の疑い例の定義 (現時点の定義であり、今後変更の可能性が

ある。)

以下の Iお よびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。

I発熱 (37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。

Ⅱ 発症から 2週間以内に、以下の (ア )、 (イ )の曝露歴のぃずれかを満たす。

(ア )武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。

(イ )「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接

触歴がある。

「帰国者・接触者相談センター」の設置について

電話での相談を通 じ、疑い例を「帰国者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行

う、「帰国者・接触者相談センター」を、 1と 同様に 2月 上旬を目途に、各保健所等

に設置すること。

また、疑い例に該当する者は、医療機関を受診する前にまず 「帰国者・接触者相談

センター」へ電話により問い合わせること等を地域住民へ広く周知すること。

「帰国者・接触者相談センター」は、具体的には以下の対応を行 う。

・疑い例から電話で相談を受け、「帰国者・接触者外来」へと受診調整する。

・その際、受診するよう指導 した「帰国者・接触者外来」の電話番号を本人又はそ

の家族等に伝え、受診前に必ず連絡 して、受診する時刻及び入口等について問い

合わせるよう指導する。

・状況に応 じて、相談対応、受診調整が円滑に実施 されるよう、適宜、対応人数、

開設時間等を調整する。

・疑い例に該当しない場合は、適切な情報を与え、必要に応 じて一般の医療機関を

受診するよう指導する。

なお、「帰国者・接触者相談センター」は、全ての相談を受けるのではなく、疑い

例を対象としたものであることに留意すること。 (4,も参照のこと)

2

3,一般の医療機関における診療について



一般の医療機関においては、患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い

例であることが受付等で判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡の

上での「帰国者・接触者外来」の受診を案内するよう、管内の医療機関に対 し周知を

図ること。

4.一般電話相談の受付について

現在、厚生労働省では新型コロナウイルスに関する一般電話相談窓口を開設し、そ

の電話番号をホームページにて公開しているところであるが、併せて貴都道府県の一

般電話相談窓口に関する電話番号も掲載 したいと考えている。

ついては、厚生労働省にて、貴都道府県の一般電話相談窓口に関する連絡先を別

添 1の とおりまとめているため、確認の上、①掲載の可否、②載せられない場合の理

由、③連絡先の修正の有無について、で記の連絡先まで返信いただくようお願いす
る。

なお、住民の方々から相談を受けた場合は、別添 2の Q&Aを 御参考に、御対応い

ただきたい。

<参考>
O厚生労働省ホームページ掲載 「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://vvT,mhiv.go,jp/stF/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00

001.html

O厚 生労働省の電話相談窓口 電話番号 03-3595-2285
受付時間 9時 00分～ 21時 00分 (上 日・祝 日も実施 )



事 務 連 絡

令和 2年 2月 13日

各都道府県衛生主管部 (局)御 中

厚生労働省医政局地域医療計画課

厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症に対応 した医療体制に関する補足資料の送付について

(その4)

新型コロナウイァレス感染症について、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センタ
ーの設置等について事務連絡を発出し、それ らについての補足資料も発出しましたが、今般、

補足資料の内容を更新 しましたので、ご連絡 します。本資料を確認の上、新型コロナウイル

ス感染症に対応 した医療体制に関して適切に運用いただくようお願いします。

【連絡先】
厚生労働省医政局地域医療計画課 03-3595-2194

※「保健衛生施設等設備整備費補助金」に関する問合せ

健康局総務課指導調査室 03-3595-2242

…2`2,14受
官 L色 県

環 課



新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についての 0&A

(第 4版)

0全般について

(閥 1)「帰国者 こ接触者外来、帰目者 D接触者センターJを設置する目的は何ですか。

(答)感染が疑われる場合に、どこの医療機関を受診すべきかが分からないという住民の

方々の不安を軽減し、また、患者を診療体制等の整つた医療機関に確実につなぎ、医療

機関を発端とした感染症のまん延をできる限り防止する観点から設置するものです。

(間 2)「帰国者 □接触者相政センタTJ及び「帰国者 □接撤者外来」は、何時までに整
備すればよいのですか。

(答)概ね 2月 上旬までには整備してください。整備 した際には、厚生労働省に報告をお

願いします。

(間 3)「帰国者・接触者外来Jは、いつまで継競すればよいのですか。

(答)新型コロナウイルス感染が、仮に地域全体にまん延した場合には、「帰国者・接触者

外来」を中止し、原則全ての一般の医療機関において、新型コロナウイルス感染症の診

療を行う体制に移行します。なお、当該時期の判断の検討指標等の事項については、追
つてお知らせします。

(間 4)新型コロナウイルスに係る医療体制を整備するにあたり、調整すべき関係機関は
ありますか。

(答 )地域の医療関係団体と調整の上、新型コロナウイルスに係る医療体制を整備してくだ

さい。なお、厚生労働省において、日本医師会、日本医療法人協会、日本精神科病院協

会、日本病院会、全日本病院協会、保健所長会等と整備の仕組みについて調整済みです。

(間 5)住民に対しどのように周知を行うのですか。

(答)都道府県のホームページや広報紙などを活用して、「帰国者 日接触者外来」の対象者
や役割、受診手順等の情報の周知をお願いします。

また、その際、感染が疑われる場合は、まずは「帰国者 g接触者相談センター」に電
話連絡することとあわせて、「帰国者 B接触者相談センター」の電話番号を周知してくだ
さい。

1



なお、「帰国者 と接触者相談センター」を通 じて受診手順を理解 した状態で疑い例が受

診することで十分な感染防止を行うという「帰国者 B接触者外来」の趣旨から、「帰国

者 B接触者外来」を持つ医療機関名やその場所の一般への公表については原則行わない

ものとします。ただし、「帰国者・接触者相談センター」を通じずに疑い例が受診 しても

十分な感染防止を行うことができ、また、通常より多数の患者が受診することとなった

としても診療体制に支障を来さない医療機関であるような場合には、この限 りではあり

ません。

(間 6)「帰国者 B接触者外来J、「帰国者 “接触者相肢センター」の設置に当たつて◆考
にすべきものはありますか。

(答 )「新型インフルエンザ等対策ガイドライン (平成 30年 6月 21日 一部改定)」 の「Ⅵ

医療体制に関するガイドライン」を参考にしていただくことが可能です。

http://www.cas.go.ぢ p/」p/seisaku/fu1/keikaku/pdf/h300621gIJuideHne,pdf

(閥 7)「帰口者・接触者外来Jの受静者数等について、翌日までに厚生労働省えてに報

告することとなつていますが、r帰田者・接触者外来」を設置している医療機関が

土日祝日等で休診している場合も報告が必要でしょうか。

(答)土日祝日等で医療機関が体診 している場合は必要ありません。

ただし、「帰国者 D接触者相談センターJがやむを得ず体診 している「帰国者・接触

者外来」を紹介 し、診寮を行つた場合は報告が必要です。

また、休診中に診察を行つていないことの確i]についても休診明けにご確認をお願い

します。

(間 8)政令市・保健所設置市における「帰口者・接触者相膜センター』や「帰目者 a接

触外来」の設置状況、受静者数等については、都道府県から報告すればよいてしょ

うか。

(答)各都道府県において取 りまとめの上、ご報告をお願いします。

(間 9)「帰国者 日接触者相陵センター」に相膜した後、「掃国者・接触者外来」を受静す
るまでの流れを教えて下さい。

(答)「 (別添 1)帰国者 B接触者相談センターから帰国者 日接触者外来受診までの一般的な

流れ」をご参照下さい。
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0「帰国者・接担者相談センター」について

(間 1)「帰田者 □接触者相談センター』設置の目的は何ですか。

(答)電話での相談を通 じ、疑い例を帰国者・接触者外来へ確実に受診させるよう調整を行

うこと等により、まん延をできる限り防止することです。

(間 2)『帰国者・接触者相談センター」の設置について教えてください。(更新)

(答)「帰目者 い接触者相談センター」は 2月 上旬を目途に、各保健所等に設置 してくださ

い。「帰国者 日接触者相談センターJでの対応時間は各都道府県の判断に拠 りますが、

厚生労働省の新型コロナウイルスに係る電話相談窓口 (9:00～ 21i00)(土 日

祝日を含む。)を今考にしてください。また、問い合わせ数に応 じて、適宜関係機関に

協力を要誇 し、十分な人員及び電話回線数を確保するようにしてください。なお、「帰

国者・接触者相談センター」の受付時間を周知徹底するとともに、「帰国者 け接触者相

談センター」の対応時間外であつても、緊急時等に連絡が取れる体制を整えてくださ

い 。

(間 3)「帰口者・接触者相膜センター」では何を行いますか。

(答 )

・自らが疑い例と思われる者から電話で相談を受け、「帰国者 い接触者外来」の受診が

必要かどうかを判断してください。
・「帰国者 B接触者外来」の受診が必要となつた場合は、「帰国者・接触者外来Jの電

話番号を本人又はその家族等に伝えるとともに、受診前に「帰国者・接触者外来」に

必ず連絡してヽ受診する時刻及び入口等の受診時に必要と思われる事項について問い

合わせるよう説明してください。
日明らかに疑い例に骸当しないと思われる場合は、マスク着用等の感巣予防を講じた上

で、一般の医療機関へ受診するよう促してください。

なお、一般的な感染予防については、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイル
スに関する0&A(一般の方向け)」 (※)を ご参照ください。

日状況に応じて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、適宜、対応人数、開設
時間等を開整してください。

(※)厚生労働省本一ムページ「新型コロナウイルスに関するOgtA(一般の方向け)」

httDS://Www.mhiw.質o. ip/stf/selsakunitsulte/bunva/kenkou irvou/
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(間 4)「帰国者・接触者相政センターJにおいて、疑い例で症状が重いという方から違

絡があつた場合、入院加療を考慮して感巣症指定医療機関を直接、来肉してもよい

てしょうか。

(答)入院加療が必要かどうかの判断は、原則、「帰国者 日接触者相談センター」ではなく

医療機関である「帰国者 口接触者外来」にて、医師により行われるものと思われますの

で、速やかに「帰国者・接触者外来Jを案内してください。

なお、相談内容によっては、感染症病床がある感染症指定医療機関に設置 している「帰

国者 口接触者外来Jを案内することも検討するなど、柔軟に対応いただくことは差 し支

えありません。

(間 5)一般のE療機関から『帰田者・接触者相讚センター」に、渡航歴、濃厚接撤屋等

がないが、勇熟や呼吸器症状があるB者が受砂した日の相嵌があつた場合、どうす

ればよいでしょうか。(新規)

(答)一般の医療機関において診寮を行い、疑い例の定義ゴ (※)に該当すると医師が判

断 した場合は、その患者に対し、「帰国者 B接触者相談センター」に連絡 した上で、

「帰国者 D様触者外来」を受診するよう案内してもらつてください。

また、一般の医療機関でその患者の診察をした医師等から直接「帰国者 B接触者相

談センター」へご連絡いただいても構いません。

※ 疑い例の定機工とは「発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のう

ち、医師が一般にとBめ られている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ず

るものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断

し (法第 14条第 1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、 新型コロナ

ウイルス感染症の鑑別を要したもの」をいう。

(間 6)渡航歴、濃厚接触歴等がないが、発熱や呼吸器症状があるB者から『帰目者 り接

触者相膜センター』に相陵があつた場合は、どのように対応すればよいてしょう

か。(新規)

(答)そのような患者から相談があつた場合は、疑い例の定義ア～ウに該当するか確認
し、骸当しない場合は、事前に一般の医療機関へ受診しているかを確認してくださ
い。事前に一般の医療機関を受診しており、疑い例の定義工に該当すると診断されて
いる場合もございますので、その場合は適切に「帰国者 B接触者外来」をご案内くだ
さい。 ,

O帰国者 B接倣者外来について
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(間 1)「帰国者・接触者外来」の設置について教えてください。

(答 )

・「婦国者 D接触者外来」については、疑い例が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の

患者と接触 しないよう、可能な限り動線を分ける (少なくとも診察室は分けることが望

ましい。)、 必要な検査体制を確保する、医療従事者の十分な感染対策を行うことができ

る医療機関に設置 して下さい。

・ まずは、感染症指定医療機関に設置することを想定 していますが、地域の実情に応 し、

できるだけ身近な地域で受診できる体制を整備してください。

・ 2月 上旬を目途に二次医療圏内に 1箇所以上を目安として、地域の感染状況などを鑑み

ながら整備 してください。

(間 2)疑い例の定機を教えてください。(更新)

(答)現時点では疑い例とは、患者が次のアtイ 、ウ又は工に酸当し、かつ、他の感染症

又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合をい

う。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。

ア 発熱または呼吸器症状 (軽症の場合を含む。)を星する者であつて、新型コロ

ナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

イ 37.5℃ 以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前 14日 以内にWHOの公

表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域 (新型コロナ

ウイルス感染症の流行が確認されている地域とは中学人民共和国湖北省及び浙江

省をいう)に渡航又は居住していたもの

ウ 37.5℃ 以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前 14日以内にWHOの公

表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域 (新型コロナ

ウイルス感染症の流行が確認されている地域とは中華人民共和国湖北省及び浙江

省をいう)に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
工 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認
められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であ

り、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し (法第 14条
第 1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、 新型コロナウイルス感

染症の鑑別を要したもの

※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。

・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触 (車

内、航空機内等を含む)があつたもの
い適切な感染防護無 しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護

若 しくは介護 していたもの
日新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染
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物質に直接触れた可能性が高いもの

※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1項及び第 14

条第2項に基づく届出の基準等について (一部改正)」 (令和 2年 2月 3日健感発

0203第 2号)及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12

条第 1項及び第 14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染

症に関する流行地域について」 (令和2年 2月 12日事務連絡)を参照。

(間 3)入口を分ける必要はありますか。

(答)可能な限り、一般の患者と動線を分けることが望ましいです。

(間 4)「帰国者 □接触者外来」の静察皇について、他の静票室と分けることが望ましい

とされているが、陰圧の設備も必要でしょうか。

(答)疑い例が新型当ロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないように可能な限り
.動

線・診察室を分けている場合、必ずしも陰圧の設備を必要とはしておりません。

(間 5)疑い例に瞭当した方が F爆田者・接触者外来Jを受静する臣、付き濠いの方も r帰

田者・様撒者外来Jに一情に入つてよろしいてしょうか。「掲口者・機倣者外来」

に一常に入つた時点で、付き服つた方も擦触歴があると相断するのてしょうか。

(加 )

(答)「帰国者・接触者外来」では、疑い例の方がほかの疾患の患者と接触 しないように、

なるべく導線を分けるといつた対応を行つているため、付き添いが必要な場合などを除

き、原則、付き添いの方は「帰国者 “接触者外来」に入るのは避けてください。なお、

当骸患者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、付き添いの方が患者と同居又

は長時間の接触がある場合等は、接触者として 14日 間の健康観察対象になります。

O一般の医療機買 (「帰目者 B接触者外来Jを有する医盛機関以外)について

(間 1)「帰国者・接触者外来」を設置しない医療機関に発議、呼吸器症状の息者が来院
した場合、どのように対応したらいいですか。(更新)

(答)その方が疑い例に該当するかを確認してください。疑い例に該当する場合は、その患

者へ「帰国者 B接触者相談センター」に電話でご連絡の上、「帰国者 B接触者外来」を

受診することを案内してください。
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(間 2)感巣を懸念する者から■置での相蹟があつた場合、どのように対応したらいいて

すか。 (更新)

(答 )「帰国者 B接触者外来」を設置しない医療機関に対して、感染を懸念する者から電話
で相談があった場合は、その方へまずは「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談
して、必要に応じて「帰図者・接触者外来」を受診することを案内するよう周知してく
ださい。

(間 3)保育所や学校等に通つている子供の感業が疑われる場合、どの様に対応すれば

よいてしょうか。(更新)

(答)子供の感染が疑われる場合、他人との接触を避け、マスクを着用し、違やかに本人又

は保護者から最寄りの「帰国者・接触者相酸センター』へ電脳相談の上、「婦国者 D接

触者外来」を受診してください。施設の職員や教職員等は、保育所や学校等で感染が疑

われる子供がいた場合、速やかにその旨を本人又は保護者へ案内してください。

(※)文部科学省ホームページ「中国から帰国した児童生徒等への対応について」
https://www.mext.go.Jp/a lnenu/coronavirus/index.ht冊 I

0帰国者・接触者外来の設置に対する支援について

(間 1)「帰国者□機触者外来」を改置するにあたって必要な経費の補助はあるのでしょ
うか。

(答 )「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制についてJ(令和2年 2月 1日事務
連絡)に基づき設置された「帰国者 日接触者外来Jに限り、保健衛生施設等設備整備
費補助金により感染症外来協力医療機関に対して補助する設備と同等の設備を補助す
ることとします。補助対象設備は以下のとおりです。(補助率は1/2)

(1)「HEPAフ ィルター付空気清浄機 (陰圧対応可能なものに限る)」

(2)「HEPAフ ィルター付パーテーションJ  '
(3)「個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシー

ル ド)J―式

(4)「簡易ベッド」

詳細は、「保健衛生施設等施設口設備整備費国庫補助金交付要綱」(令和2年 2月 6日・

厚生労働省発健0206第 8号)の P43及びP47を参照ください。
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(間 2)「帰国者日接触者外来」が保健衛生施設等散常整備費補助金の「感染症外来協力

医療機関整備事業Jを活用して設備を整倍する場合、事後申騎となつても経費補助

を受けることができるのでしようか。

(答)原則は従来どおり、事前協議が必要となりますが、今回については「保健衛生施設等

施設 日設備整備費補助金交付要綱」の改正に係る事務手続が令和 2年 2月 1日に間に合

わなかつたため、特例的に「新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制につい

て」(令和2年 2月 1日事務連絡)が発出された令和2年 2月 1日 以降に整備した設備
で、(問 1)の回答にある (1)～ (4)に該当する設備は補助対象とします。

なお、令和2年 2月 1日 より前に整備したものは、上記 (1)～ (4)に該当する設

備であつても補助対象にはなりませんので注意してください。

以上
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事 務 連 絡

令和 2年 2月 14日

都 道 府 県

保健所設置市 衛生主管部 (局)御中

厚生労働省健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症忠者の急変及び死亡時の連絡について

感染症対策の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜 り、厚 く御礼申

し上げます。

新型コロナウイルス感染症患者については、重症化等となった場合に厚生労

働省にご連絡頂 くように「新型コロナタイルス感染症患者の急変及び死亡時の

連絡についてJ(令和 2年 2月 7日 付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡 )

にてお願いしているところですが、今般、改めて、ご連絡頂きたい場合について

下記の通 りまとめましたので、内容を御了知の上、関係各所へご連絡の程よろし

くお願い致します。

下記の場合には、大変お手数ですが、夜間・休 日に関わらず速やかに厚生労働

省にご連絡いただきますようお願いいたします。
,

記ロ

①当該忠者が重症化したとき

例 :気管内挿管を実施したとき、 ICUに入室したとき

②当程スタ忠者が死亡したとき

※なお、当該患者が死亡し、病理解剖をおこなう場合には、当該施設の剖検医よ

り国立感染症研究所感染病理部 (代表 03-5285-1■ 1)に連絡の上、事前調整
の程よろしくお願い致します。

【連絡先】

厚生労働省

新型ヨロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚

生労働省対策推進本部 井上

電話番号 :03‐ 3595‐ 2305

健康局結核感染症課 竹下、上戸

電話番号 :03‐ 5253‐ ■■ (内線、2934、 2932)

携帯番号 :080‐ 1152‐ 9719(上 記につながらない場合)

FAX番号 103‐3581‐ 6251

各
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